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補 助 金 に つ い て

東海北陸厚生局健康福祉部健康福祉課

資料２
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Ⅰ 補助金とは
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補助金とは？

補助金とは、国が国以外の者の行う事務や事業に対して交付されるも
ので、その交付に対しての反対給付を求めないもの。

反対給付がない ＝ お金（補助金）をもらうだけ

もらうだけなら、

・目的外の用途で使っても良いの？
・もらえるなら、必要以上に申請してもいいの？
・勝手に売ったり（売買）、あげたり（譲渡）してもいいの？
・貸したり（賃貸）、担保に入れたりしていいの？
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補助金は、国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるもの

補助金の交付対象となる事業は、あくまでも、直接又は間接的に
国の施策目的に合致したものに限られる

その使用については、法令及び予算の定めるところにより、
公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならないからです。

同時に

だから

それは

事業者が、目的外で使用したり、無駄な使い方をすることはできません。

（勝手なことはできません。）
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Ⅱ 補助事業の事務
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都道府県

市町村

非営利法人等

厚生労働省

（東海北陸厚生局）

補助事業の流れ（直接補助の場合）

補助目的の事業を行う者
（事業により財産を取得）

※１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第６条第１項の規定に基づき交付決定、
第８条の規定に基づき決定の通知
交付の決定内容又は条件に不服がある場合は各省各庁の長の定める期日までに申請の取下げをする事が
出来る

※２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２２条の規定に基づき申請

補助事業者

補助金の交付
（※１）

財産処分（※２）

国

事業実績報告
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補助金適正化法の規定（直接補助）

第２２条
補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める

財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用
し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める
場合は、この限りではない。

法律の規定を受けて、交付要綱で

事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得
し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械器具等については、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚
生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣等の承認を受けないで、
この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取
壊し又は廃棄してはならない。
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厚生労働省

（東海北陸
厚生局）

都道府県

市町村等

市町村

非営利法人等

補助事業の流れ（間接補助の場合）
補助事業者

補助目的の事業を行う者
に対する補助事業

補助目的の事業を行う者
（事業により財産を取得）

間接補助事業者

※１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第６条第１項の規定に基づき交付決定、
第８条の規定に基づき決定の通知
交付の決定内容又は条件に不服がある場合は各省各庁の長の定める期日までに申請の取下げをする事が出来る

※２ 各県等補助金等交付規則の規定に基づき交付決定、決定の通知

※４ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第７条第３項の規定により付した条件に基づき申請

※３ 各県等補助金等交付規則の規定に基づき申請

国

補助金の交付
（※１）

補助金の交付
（※２）

事業実績報告 事業実績報告

財産処分（※４） 財産処分（※３）
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補助金適正化法の規定（間接補助）

第７条第３項
前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び

予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨
げるものではない。

法律の規定を受けて、交付要綱で

都道府県又は指定都市若しくは中核市は、間接補助金を間接補助事業者に交
付する場合には、次の条件を付さなければならない。
都道府県が社会福祉法人等に対してこの間接補助金を交付する場合、若しく
指定都市又は中核市が社会福祉法人等に対してこの間接補助金を交付する場
合には、次の条件を付さなければならない。
市町村が民間事業者が実施する事業に対しこの交付金を財源の全部若しくは
一部として補助金を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。
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交付要綱の「次の条件」とは・・？

財産処分に限っていえば・・・

事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得
し、・・・については、補助金等に係る・・・厚生労働大臣が別に定める期間を経過する
までは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けないで・・・し

てはならない。（地域介護の場合は、下線部が「市町村長の承認を受けないで」となる）

厚生労働省の交付要綱に記載してある、

『○○により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が
承認する場合には、あらかじめ厚生労働大臣等の承認を受けなければならない。』

都道府県・指定都市・中核市若しくは市町村の補助金交付要綱の「交付の条件」とし
て、この内容を交付要綱に必ず書いてください。

これが、「適正化法第７条第３項の規定により附した条件」です。

間接補助事業者に対し、手続きの周知をお願いします！

具体的には・・・

・・となります。
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忘れられやすい「交付の条件」
財産処分以外で忘れられやすい「交付の条件」は次のようなものがあります。
それぞれの交付要綱で確認してください。

（例）地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争
入札に付するなど都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う契約手続の取扱いに
準拠しなければならない。

第十七条 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、
その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その
他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決
定の全部又は一部を取り消すことができる。

第十八条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補
助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期
限を定めて、その返還を命じなければならない。

補助金適正化法

交付の条件を守らなかったことが実績報告書で判明し、結果的に補助金が交付され
なかった事例がありますので、間接補助事業者に対し交付要綱を熟読させるとともに、
間接補助事業者が作成した実績報告書については十分な審査をお願いします。
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Ⅲ 東海北陸厚生局
の補助金
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施設整備費

保健衛生施設等施設整備費補助金
保健衛生施設等設備整備費補助金
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
保健衛生施設等災害復旧費補助金
社会福祉施設等災害復旧費補助金
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
地域介護・福祉空間整備推進交付金
次世代育成支援対策施設整備交付金
保育所等施設整備交付金

義務的経費

児童扶養手当給付費国庫負担金
特別児童扶養手当事務取扱交付金
特別障害者手当等給付費国庫負担金
結核医療費国庫負担金
結核医療費国庫補助金
原爆被爆者手当交付金
原爆被爆者葬祭料交付金
原爆被爆者健康診断費交付金
児童入所施設措置費等国庫負担金
婦人保護費国庫負担金
婦人相談所運営費国庫負担金
婦人保護費国庫補助金
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Tokai-Hokuriku Regional Bureau of Health and Welfare【交付事務の流れ（施設整備）】

協議書の作成・送付 協議書の受理・進達（市） ヒアリング・
取りまとめ・進達

協議書の評価・順位付け

採択・内示額の決定

内示の依頼

内示依頼（市分）

内示書の作成・送付（県）

内示通知の作成・送付

内示通知の受理

内示通知の受理

協議書の作成・送付（県分）

交付申請書の作成・送付
交付申請書の受理・進達

交付申請書の受理・審査

交付決定通知の作成依
頼（市分）

交付決定通知の作成・
通知（県分）

交付決定通知の受理

交付決定通知の作成・
送付（市分）交付決定通知の受理 情報提供

交付申請書の作成・送付
（県分）

①協議書の作成～内示
【市町村】 【県（指定都市等）】 【東海北陸厚生局】 【厚生労働本省】

実績報告書の作成・送付
実績報告書の受理・

進達 実績報告書の受理・審査

交付申請書の作成・送
付（県分） 確定通知の作成依頼

（市分）

確定通知の
作成・通知（県分）

確定通知の作成・送付
（市分）

確定通知の受理

確定通知の受理 情報提供

②交付申請～交付額の決定
【市町村】 【県（指定都市等）】 【東海北陸厚生局】 【厚生労働本省】

③実績報告～交付額の確定
【市町村】 【県（指定都市等）】 【東海北陸厚生局】 【厚生労働本省】

※地域介護、次世代、保育所は本省が直接内示を行う

※交付額の確定において、受入済額より確定額が下回る場合は返還を命じる。
※返還が生じる場合は自治体において返還額の予算措置が必要 14



Tokai-Hokuriku Regional Bureau of Health and Welfare【交付事務の流れ（義務的経費）】

交付（変更交付）申請書
の作成・送付

交付（変更交付）申請書
の受理・進達

交付（変更交付）申請書
の受理・審査

交付決定（変更交付決
定）通知の作成依頼

（市分）

交付決定（変更交付決
定）通知の作成・通知

（県分）

交付決定（変更交付決
定）通知の受理

交付決定（変更交付決
定）通知の作成・送付

（市分）

交付決定（変更交付決
定）通知の受理

情報提供

交付（変更交付）申
請書の作成・送付
（県分）

交付申請書の作成・
送付

実績報告書の作成・送付 実績報告書の受理・進達

実績報告書の受理・審査
交付申請書の作成・送付

（県分）

確定通知の作成依頼
（市分）

確定通知の
作成・通知（県分）

確定通知の作成・送付
（市分）

確定通知の受理

確定通知の受理
情報提供

①交付申請（変更交付申請）～交付額の決定

【市町村】 【県（指定都市等）】 【東海北陸厚生局】 【厚生労働本省】

②実績報告～交付額の確定

【市町村】 【県（指定都市等）】 【東海北陸厚生局】 【厚生労働本省】

※交付額の確定において、受入済額より確定額が下回る場合は返還を命じ、
交付決定額より確定額が上回る場合は追加交付を行う
※返還が生じる場合は自治体において返還額の予算措置が必要

分配額の決定
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16

県会計管理者宛ての書類について

• 厚生局において補助金の交付決定・確定を行うと、交付決定通知書・確定通
知書を各自治体に送付する。

• このとき、国の支出官、歳入徴収官を各県の会計管理者に委任しているため、

各県の会計管理者（支出官）あてに、交付決定通知書・確定通知書の写を送

付する。

• また、各県の会計管理者に対し、次の書類も送付する。

交付決定（追加・減額）の場合、支出負担行為決議書（支出官あて）

返納の場合、債権発生通知書（歳入徴収官あて）

• 返納に係る納付告知書については各県歳入徴収官を通じて送付される。
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• 額の確定後、計算誤りなどで確定額の修正を要する場合に、一度行った
額の確定を取り消し、改めて額の確定を行うことを「再確定」という。

• 再確定にかかる実績報告書の様式については、要綱に定められていない
ことが多い。

• 再確定を行う場合は、修正前・修正後の金額が分かる実績報告書をご提
出頂き、額の確定取り消しと額の(再)確定を内容とする確定通知書（再確
定通知書）を送付します。

※ 追加交付が必要な場合は、予算措置が必要なため早急に厚生局まで

ご連絡をお願いします。

再確定について
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18
※ 再確定は、過去５年度が対象です。

再確定について
※返還の場合
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Ⅳ 施設整備費等に
かかる手続き及び
留意事項
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施設整備費一覧

保健衛生施設等施設整備費補助金
保健衛生施設等設備整備費補助金
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
保健衛生施設等災害復旧費補助金
社会福祉施設等災害復旧費補助金
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
地域介護・福祉空間整備推進交付金
次世代育成支援対策施設整備交付金
保育所等施設整備交付金

20



Tokai-Hokuriku Regional Bureau of Health and Welfare

内示前着工について

公益上真にやむを得ない場合（※）のみ認められる。
※（例）災害復旧費 21



Tokai-Hokuriku Regional Bureau of Health and Welfare

保健衛生施設等施設整備費補助金：1/3、1/2、2/3

保健衛生施設等設備整備費補助金：1/3、1/2、2/3、10/10、定額

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金：2/3

保健衛生施設等災害復旧費補助金：上記と同様

社会福祉施設等災害復旧費補助金：上記と同様

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金：1/2等

地域介護・福祉空間整備推進交付金：1/2等

次世代育成支援対策施設整備交付金：1/3、1/2、2/3

保育所等施設整備交付金：1/2、5.5/10、2/3、3/4

22

国庫補助率について

※補助単価についてもご確認をお願いします。
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交付申請書について
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事業廃止承認申請について

出来るだけ
詳しく記載
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実績報告書について

前年度から
繰越をしている場合は、

（平成 年からの繰越分）
と記載をお願い致します。

２９年度に交付決定を受け、
３０年度に繰り越した場合
は、「平成３０年度（平成２９
年度からの繰越分）」となり
ます。

地方厚生（支）局長  殿 

 

 

 

市 町村の 長    印 

 

 

 

 

平成 29 年度保育所等整備交付金の事業実績報告について 

 

 

 

  平成 年 月 日第    号で交付決定を受けた平成 28年度保育所等整

備交付金に係る事業実績については、次の関係書類を添えて報告する。 

 

 

    １ 精 算 額   金        円 

    ２ 整備計画実績の概要   別紙のとおり（別紙２ 様式１－２） 

    ３ 設置計画実績の概要   別紙のとおり（別紙２ 様式１－３） 

    ４ 防犯計画実績の概要   別紙のとおり（別紙２ 様式１－４） 

    ５ 精算額算出内訳   別紙のとおり（別紙２ 様式１－５） 

    ６ 事業実績報告書   別紙のとおり（別紙２ 様式１－６） 

    ７ 市町村及び設置主体の歳入歳出決算書（見込書）抄本 

 

 

（添付書類） 

 ・市町村の歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

 （注）前年度からの繰越を行った事業については、「平成 年度」の後に「（平成 年度

からの繰越分）」と明記すること。 
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実績報告書について

注意頂きたいポイントにコメントを入れてあります
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複数年計画の繰越について



Tokai-Hokuriku Regional Bureau of Health and Welfare

                            番     号 
                            年  月  日                  

東海北陸厚生局長 殿 
 
 
                       都道府県知事 
                       指定都市の長    印 
                       中核市の長 
 
  
     平成 年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助金に係る  

事業の事業内容変更承認申請について 
 
 
 

平成 年 月 日第  号で交付決定を受けた平成 年度社会福祉施設等施

設整備事業については、極力、事業の進捗を図っているところであるが、年度

内の事業完了が困難となったので、次のとおり事業内容の変更を承認願いたく

申請する。 

28

繰越の様式について
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（別紙）

事業概要

施設の種別 施設の所在地 （当初計画）

「施設の名称」 設置主体及び経営主体 変更計画

施設整備区分

円 円 円

社会福祉施設
等施設整備費
補助金

多機能型事業所
「○○」

○○県△市□□
（福）○○会
創設

（29年9月～30年3月）

29年9月～30年6月
35,200,000 28,160,000 7,040,000 平成30年6月30日

当該施設の整備にあた

り、想定される騒音につ
いて、地元住民との調整

に不測の日数を要したた
め。

 

（注）事項ごとに次の書類を添付すること

　　・承認通知（写）

事　項

既交付決定額 支出済額 翌年度繰越額

事業完了予定年月日 繰越事由

（a+b） （a） （b）

事業内容変更承認申請一覧表

29

繰越の様式について
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今後の交付決定スケジュールについて
補助金名 担当課 29年度補正・２次募集分 30年度当初

保健衛生施設等施設整備費
健康局総務課指導調査室
施設係・業務指導係

交付決定済
１２月　協議書提出依頼
４月　内示
６月　交付決定

社会福祉施設等施設整備費
社会・援護局障害福祉課
福祉財政係

２月２８日　内示
３月下旬　 交付決定

３月９日頃　協議書提出依頼
４月上旬　協議書提出〆
６月下旬　内示
８月　交付決定

地域介護・福祉空間整備等施設整備費
老健局高齢者支援課
施設係

１月１２日　協議書提出依頼
２月１日　協議書提出〆
３月　内示予定（本省直接）
３月　交付決定
（２９年度中に支払予定のもののみ）
４月以降　交付決定

（第１回）
２月９日　協議書提出依頼
３月７日　協議書提出〆
４月以降　内示予定（本省直接）
（第２回以降は未定）

次世代育成支援対策施設整備費
子ども家庭局子育て支援課
施設調整等業務室　調整係

なし

４月内示：６月交付決定
６月内示：８月交付決定
８月内示：１０月交付決定
１０月内示：１２月交付決定
１２月内示：２月交付決定
※内示は本省直接

保育所等施設整備費
子ども家庭局子育て支援課
施設調整等業務室　調整係

３月９日　 内示（本省直接）
３月下旬　交付決定

４月内示：６月交付決定
６月内示：８月交付決定
８月内示：１０月交付決定
１０月内示：１２月交付決定
１２月内示：２月交付決定
※内示は本省直接
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Ⅴ 義務的経費
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義務的経費にあたる補助金について

義務的経費にあたる補助金とは…
「国、地方公共団体などが自己の利害に関係のある事務又は事業に関して、法令に
より、自己の経費として負担すべきものとされているものとして交付する給付金」

児童扶養手当給付費国庫負担金
特別児童扶養手当事務取扱交付金
特別障害者手当等給付費国庫負担金
結核医療費国庫負担金
結核医療費国庫補助金
原爆被爆者手当交付金
原爆被爆者葬祭料交付金
原爆被爆者健康診断費交付金
児童入所施設措置費等国庫負担金
婦人保護費国庫負担金
婦人相談所運営費国庫負担金
婦人保護費国庫補助金
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交付決定の流れについて

交付（変更交付）申請書
の作成・送付

交付（変更交付）申請書
の受理・進達

交付（変更交付）申請書
の受理・審査

交付決定（変更交付決
定）通知の作成依頼

（市分）

交付決定（変更交付決
定）通知の作成・通知

（県分）

交付決定（変更交付決
定）通知の受理

交付決定（変更交付決
定）通知の作成・送付

（市分）

交付決定（変更交付決
定）通知の受理

情報提供

交付（変更交付）申
請書の作成・送付
（県分）

分配額の決定
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修正交付決定について

• 厚生労働本省の予算の制約により、当初交付決定において申請額全額
の交付が困難の場合は、減額して交付決定を行い、不足分は変更交付
決定及び、翌年度の交付額確定時に精算交付を行う。

• なお、修正交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合
には、各省各庁の長の定める期日までに申請の取り下げをすることがで
きる。
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【参考】

補助金適正化法第６条三項

• 「各省各庁の長は、第一項の場合において、適正な交付を行うため必要
があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて
補助金等の交付の決定をすることができる。」

補助金適正化法第９条第一項

• 「補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した
場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこ
れに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日ま
でに、申請の取下げをすることができる」
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変更交付決定の流れ
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変更交付決定や事業廃止に伴う減額交付決定の際に、受入済額が変更交
付申請額や減額交付決定後の金額を上回る場合、戻入を行う必要がある
ため留意すること。
※厚生局の変更交付決定より前に戻入を行って頂く必要があります。
※上の図では変更交付決定を行う前に当初交付決定の20％(80％－60％)
の戻入を行う必要がある。

戻入について


